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は じ め に

政務調査費は､地方自治法にあるように､議会の議員の調査研究に資するた

め必要な経費の一部として支払われるものですO

基本的な事項は､条例で定めることとなっており､千葉市議会におきまして

は､条例に基づき､市議会の会派及び議員に対し､政務調査費が交付されてお

ります｡

この政務調査費は､議員の政策形成や審議能力の強化には､必要不可欠なも

のですが､財源が市民の皆様からの税金であることや運用が会派や議員に委ね

られていることから､使途の透明性を確保し､説明責任を果たすことが求めら

れておりますO

また､平成 19年第 3回定例会において､収支報告書に領収書等の写しを添

付することや､提出された収支報告書及び領収書等の写しの閲覧制度を定める

などの条例改正が行われましたO

そこで､更なる政務調査費の適正な執行と､使途の透明性の向上に資するた

め､平成 19年 2月に策定した ｢政務調査費の取扱いについて｣を改訂 し､新

たに ｢政務調査費取扱いマニュアル｣として策定することといたしましたe

なお､今後も他の自治体の動向や､政務調査費に関する判例等の状況を踏ま

え､必要に応じてマニュアルの改訂を行うことも予定しております｡

今後､各会派及び各議員が政務調査費を使用する際の指針として､この小冊

子を活用していただき､今まで以上に充実した調査研究活動､更には千葉市発

展のための一助としていただけたら幸いと存じます｡

平成 19年 12月

千葉市藩会議長 米 持 克 彦
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第 1章 政務調査費の概要

1政薄明王手交付の根拠

政務調査費は､地方自治法第 100条第14項 ･第 15項及び千葉市議会政務調査

費の交付に関する条例 ･規程に基づき､千葉市議会議員の調査研究に資するため必要

な経費の-部として交付されるものですO

[地方自治法抜粋]

第 100条

⑭ 普通地方公共団体は､条例の定めるところにより､その議会の蔑員の調査研

究に資するため必要な経費の一部として､その議会における会派又は議員に対

し､政務調査費を交付することができる｡この場合において､当該政務調査費

の交付の対象､額及び交付の方法は､条例で定めなければならないO

⑮ 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は､条例の定めるところによ

り､当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとするO

[千葉市議会政務調査費の交付に関する条例抜粋]

第1条

この条例は､地方自治法 (昭和22年法律第67号)第100条第 14項及び

第 15項の規定に基づき､千葉市議会議員の市政に関する調査研究に資するため

必要な経費の-部として､千葉市議会における会派及び議員に対し政務調査費を

交付することに関し必要な事項を定めるものとする0

第2条

政務調査費は､静会における会派 (所属議員が 1人の場合を含む｡以下 ｢会派｣

というO)及び議員 (次粂第2項の規定により政務調査費全額を会派に交付すること

を選択した会派を除いた会派に所属する議員に限る｡以下｢交付対象議員｣という｡)

に対して交付する0

-1-



本市における政務調査費は､会派及び議員が行う市政に関する調査研究活動に資す

るため､必要な経費の一部として交付されるものであり､市政に関する調査研究活動

以外の経費に使用することは認められていません｡

なお､会派に対して交付された政務調査費のうち､会派に所属する各々の叢員が当

該交付分を支出して行う調査研究活動に係る経費については､会派として実施する調

査研究活動を予め明確にした上で､会派からの委任に基づき所属議員が調査研究活動

を行う場合に限り､支出が可能となります (参考様式第2号参照)0

3政務調査費の使途項目

政務調査費は､下表の項目及び内容に係るものに限り使用することができます｡

(千葉市議会政務調査費の交付に関する規程別表)

項 目 /考 容

研 究 研 修 費 併密会､研修会を粛啓すSためlI必櫛 ば感の静 の
/野#する併密会､研修会lI参勿す~aためiI者すa歴費 (a.夢

ゑ 棚 倉∴臓 #金 ,全数 盃逆夢､腰盈 窟凝着

A)

調 査 旅 費 脚 のためlI必着牌 ぼ劉 銚家督に着ず~
る′経費 伝E嫁資､腰 ,膚溶着寮ノ

資 料 作 成 費 脚 のため/こ必腰怒資料の7究好iI二夢する慮費 僻初財
農本7℃､脚 ､事務継 牒ス､p-.R稚G)

資 料 購 入 費 脚 のPL-めiこ必鮒 園盈 _資材者の贋スir腰する磨
磨

広 報 費 跡 形訟桑野､′者会庶叡度び有の鹿宥iIついてi5EII#昏L.pRすaために腰▲すSノ経費 (G≠乾好.#昏紺 野､送料.

会虜費孝)

広 聴 費 市庁からの市郎 乙峻 夢夢iI/軒すa腰署 ノ豪農を#収す6度
めの会蓉夢に夢する鹿野 ｢会易者､飾殿静等ノ

人 件 費 脚 を膚財する戯題を屠屠する産着

事 務 所 費 脚 数資財の虐めiI必ー要一を事務所の,i3rjnL夢､5gに夢すa慶_夢 (夢務と軒のGM#､腰符資壁費､鮎 ､事務娩親鮮八､9

-ス作#)
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4政務調査費の使途に常ずる祝明責任

政務調査費の交付に関する条例第10条で政務調査費収支報告書を作成し､支出に

係る領収書その他の当該支出に係る事実を証する書類の写し (原本のコピー)を添付し

て議長-提出することを義務付けており､会派及び議員は､政務調査費の使途に関して､

透明性確保の観点から説明責任を果たさなければなりませんO

(1)実費支出の原則

調査研究活動は会派及び議員の自発的な意思に基づき行われるものであり､政

務調査費は､調査研究に要した費用の実費を支出することが原則となりますO

(2)按分による支出の原則

(ア) 会派及び議員の活動は､調査研究活動､その他の議員活動 (選挙活動 ･後援

会活動 ･政党活動)､私的活動と多彩であり､各々の活動を明確に区分すること

は困難でありますOこのことから､調査研究活動に要した経費を明確に算出す

ることができない場合は､各活動の実績に応じ按分して支出することが適当で

すOよって､支出項目毎に調査研究活動に要した部分の時間割合､面積割合等

から､対外的に明確に説明できる按分を行うことが必要となりますO

※ 按分例

調査研究活動(a)/ (調査研究活動(a)+その他の議員活動(b)+私的活動(C))

(イ) 按分比の割合は､専ら調査研究活動に従事するものや調査研究活動に要した

実績 (割合)が明確なものについては､その実績 (割合)で按分を行 うことに

なります｡

(ウ) 調査研究活動に要した実績 (割合)が不明確なものについては､1/2の比

率を上限として按分するものとしますO

-il;



第 2牽 政務調査費の交付手続き

l 用語の税明について

このマニュアルで使周される用語について説明しますo

(1)条例関係

( 条 例 )

( 会 派 )

(交付対象藩点)-

( 基準月額 )

(会派交付額 )･

( 基 準 日 )

(所属議員数 )

( 使途基準 )

(経理責任者 )

(経理責任者等)

(収支報告書 )

･｢千葉市議会政務調査費の交付に関する条例｣の略

政務調査費の交付対象となる会派のことです (1人会派を含む)0 (条例

第2条)

政務調査費の交付申請の際に､｢政務調査費全額を会派に交付することを

選択 した会派｣を除いた会派に所属する譲員のことですO (条例第 2条)

･ 政務調査費の交付の基準となる月額のことです｡(条例第3粂)

･ 基準月額の範囲内で各会派が定める額のことですO(条例第3条)

会派に対する政務調査費は､会派交付額に基準日における所属議員数を

乗 じた額が交付されますQ

交付対象議員に対する政務調査費は､基準月額から会派交付額を減 じ

た額が交付されます｡

各月の初 日のことです｡(条例第3条)

｢基準日｣に会派に所属する議員のことです｡(条例第3条)

･ 政務調査費を支出することができる項目.内容のことですD

｢千葉市議会政務調査費の交付に関する規程｣の別表を参照

･ 政務調査費の経理を適正に行 うために､会派に置かれた経理の責任者の

ことですo(条例第 9条)

経理責任者及び交付対象議員のことですO交付対象諌員は､自らが政務

調査費の経理を適正に行わなければなりませんo(条例第 9条)

｢政務調査費に係る収入及び支出の報告書｣(条例第 10条)であり､条例

に定められた提出期限までに議長に提出しなければなりませんO

提出は､規程で定めた様式の ｢様式第7号｣により行わなければなりま

せんO(規程第6条)

( 領収書等 ) ･ 条例第 10条に規定する ｢支出に係る領収書その他の当該支出に係る事

実を証する書類｣のことですC(｢支出に係る領収書｣､｢その他の当該支出

に係る事実を託する書類｣の具体例については､(3)マニュアル関係で後

述しますO)

(収支報告書等)- ｢収支報告書｣と ｢領収書等｣の写しのことですO(条例第 10条)

(不開示情報 ).･.｢千葉市情報公開条例｣第 7条に規定する不開示情報のことです,

(2)規程関係
( 規 程 ) - ｢千葉市藷会政務調査費の交付に関する規程｣の略

･4-



( 様 式 ) -｢千葉市議会政務調査費の交付に関する規程｣で定めた様式のことですo

様式第 1号～第7号 (70-83頁参照)で構成されており､政務調査費の申

請 ･請求 ･収支報告等を行 う際に使用する様式ですO

(3)マニュアル関係

(マニュアル )･･･ 本冊子 ｢政務調査費取扱いマニュアル｣のことです｡

(｢領収書｣ ) - 条例第10条の ｢支出に係る領収書｣として､本マニュアルで定めた用

語であり､領収書やレシー ト､振込明細書などの支出を証明する書類の総

称ですO(ただし､支出の内容が明確であるものに限る033､34頁参照)

｢領収書｣については､｢領収書貼付用紙｣(収支報告様式第2号､第3号

｢按分用｣)に貼付して､議長に写しを提出します｡

(収支報告様式)I- 条例第10条の｢その他の当該支出に係る事実を証する書類｣として､

本マニュアルで定めた様式のことですO収支報告様式第 1号～第6号

(40-55頁参照)で構成されており､収支報告書と合わせて議長に写し

を提出しますO

( 参考様式 ) ･ 政務調査費の会計事務を行うために､本マニュアルで参考として定めた

様式のことですO各会派で任意の様式を用いることもできますo

参考様式第1号～第6号 (56-61頁参照)で構成されており､各会派及

び各議員で保管します｡

( 会計帳簿 ) ･｢参考様式第1号～第6号｣や､必要に応じて会派及び議員で任意に作成

した会計書額を含めた書類のことですD

(会計帳簿等 )-･｢会計帳簿｣と ｢領収書等｣を含めた､政務調査費の収支に関係する会計

書類の総称ですo

書類の名称について (イメージ図)

5-



(1)条例 ･規程の条文

政務調査費の交付に関する条例 ･規程の条文構成は下記のとおりですO

<条例>

第 1条 (趣旨)

第 2粂 (政務調査費の交付対象)

第 3条 (政務調査費の月額等)

第4粂 (政務調査費の交付申請等)

第 5条 (政務調査費の交付決定等)

第 6条 (政務調査費の請求)

第 7条 (政務調査費の交付)

第8条 (政務調査費の使途基準)

第9条 (経理責任者等)

第 10条 (収支報告書等)

第 11条 (議長の調査)

第 12条 (政務調査費の返還)

第 13条 (収支報告書等の保存及び閲覧)

第 14条 (委任)

<規程>

第 1条 (趣旨)

第2粂 (政務調査費の交付申請等)

第3条 (政務調査費の交付決定等)

第4条 (政務調査費の請求)

第5条 (政務調査費の使途基準)

第6条 (会計帳簿等の整理保管)

第7条 (収支報告書等の提出)

第8条 (政務調査費の返還命令)

第9条 (収支報告書等の閲覧)

(2)条文の概要

条例 .規程の条文の概要は下記のとおりですo

(D 交付対象の選択等

② 政務調査費の交付申請等

③ 政務調査費の交付決定等

④ 政務調査費の請求

⑤ 政務調査費の交付

⑥ 政務調査費の使途基準

⑦ 経理責任者等

(条例第 1条

(条例第4条､

(条例第5条､

(条例第6条､

(条例第 7条)

(条例第8条､

(条例第9条､

第2粂 ･第3条､規程第 1条)

規程第2条)

規程第 3条)

規程第4条)

規程第5条 ･別表)

規程第6条)

⑧ 収支報告書等 (条例第 10条､規程第7条)

⑨ 議長の調査 (条例第 11条)

⑳ 政務調査費の返還 (条例第 12条､規程第8条)

⑪ 収支報告書等の保存及び閲覧 (条例第 13条､規程第9条)

⑫ 委任 (条例第 14条)

･6



① 交付対象の選択等 (条例第 1粂 ･第2条 ･第3条､規程第 l条)

･ 交付対象

千葉市議会議員の市政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部と

して､千葉市議会における会派及び議員に交付するO

･ 会派に対する政務調査費の月額の選択

基準月額の範囲内で､会派に交付する金額 (会派交付額)を決定するO

(i)会派に全額交付

(2)会派に-部を交付し､残額を議員 (交付対象議員)に交付

･ 基準日 (各月の初日)に会派が解散した場合又は交付対象議員が交付対象議

員でなくなった場合O

-当該基準日の属する月の政務調査費iJ-eL交付しないO

･ 月の途中において､議員の任期満了等が生じた場合O

事由が生じた日の属する月の政務調査費は変更無し｡-翌月分から変更

･ 所属譲員数の計算については､同一議員の重複は不可

･ 会派が定めた会派交付額は､当該年度交付分については変更できないO

② 政務調査費の交付申請等 (条例第4条､規程第2条)

･ 交付を受けようとする会派の代表者及び交付対象議員は毎年度､市長に対し､

議長を経由して交付申請を行わなければならないo

･ 新たに結成された会派や新たに交付対象議員となった議員が政務調査費の交

付を受けようとする場合は､市長に対し､速やかに､議長を経由して交付申

請を行わなければならないO

･ 申請した内容に異動が生じた場合は､市長に対し､速やかに､議長を経由し

て変更申請を行わなければならないO

③ 政務調査費の交付決定等 (条例第5条､規程第3条)

･ 市長は､申請があった場合は､交付及び変更の決定を行い､会派の代表者及

び交付対象議員に通知しなければならないO

④ 政務調査費の請求 (条例第6条､規程第4粂)

･ 政務調査費の交付の申請を行った会派の代表者及び交付対象議員は､交付決

定通知を受けた場合に､各四半期の最初の月の10日までに､当該四半期分

の請求を行 うOただし､-四半期の途中に議員の任期が満了する場合は､当

該月までの月数分の請求を行 うo

･ 新たに会派が結成された場合又は新たに交付対象議員となった場合は､翌月

分 (その日が月の初日である場合は､当月分)からの請求を行 う｡

･ -四半期の途中に所属藩員数の異動により､当初の交付額より変更後の交付

額が増えた場合は､不足額の追加請求を行 うo
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⑤ 政務調査費の交付 (条例第7条)

･ 市長は､政務調査費の請求があった場合は､速やかに会派及び交付対象議員

に交付する｡

･ -四半期の途中に所属議員数の異動により､当初の交付額より変更後の交付

額が減った場合は､上回る額を速やかに市長に返還 しなければならないO

⑥ 政務調査費の使途基準 (条例第8条､規程第5条 .別表)

･ 会派及び交付対象議員は､政務調査費を議長が別に定める使途基準に従い使

用し､市政に関する調査研究に必要な経費以外に充ててはならないO

⑦ 経理責任者等 (条例第9条､規程第6条)

･ 政務調査費の交付を受けた会派は､政務調査費の経理を適正に行 うため､経

理責任者を置かなければならない｡

･ 政務調査費の交付を受けた交付対象議員は､政務調査費の経理を適正に行わ

なければならないO

･ 経理責任者及び交付対象議員は､政務調査費の支出について会計帳簿を調整

するとともに､領収書等を整理し､収支報告書等の提出期限の翌日から起算

して5年を経過する日まで保管しなければならないO

※ 会計帳簿､領収書等について

1 会計帳簿に該当するものは下記の春類ですo

(1) 参考様式

(参考様式第 1号)

(参考様式第 2号)

(参考様式第 3号)

(参考様式第4号)

(参考様式第 5号)

(参考様式第 6号)

政務調査費出納簿

会派調査研究活動の委任について

職員雇用台帳

雇用契約書

事務所台帳

賃貸借契約書

(2)必要に応 じて会派及び諮員で任意に作成 した会計書類

2 領収書等に該当するものは下記の書類です｡

(1)｢領収書｣(領収書やレシー ト､振込明細書などの支出を証明する書類)

(2) 収支報告様式

(収支報告様式第 1号)

(収支報告様式第 2号)

(収支報告様式第3号)

(収支報告様式第4号)

(収支報告様式第 5号)

(収支報告様式第6号)
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政務調査費支出明細書

領収書等貼付用紙

領収書等貼付用紙 (按分用)

政務調査費支払証明書

政務調査費支払証明書 (公共交通機関用)

政務調査費活動記録票



⑧ 収支報告書等 (条例第 10条､規程第7条)

･ 会派の代表者及び交付対象議員は､収支報告書を作成し､支出に係る領収書

等の写しを添付して議長に提出しなければならないO

･ 前年度交付分の政務調査費に関する収支報告書等は､毎年4月30日までに

提出しなければならないO

･ 会派は､議員の任期満了又は議会若しくは会派の解散があった場合､当該事

由が生じた月までの政務調査費に係る収支報告書等について､当該事由が生

じた日の翌日から30日以内に議長に提出しなければならない｡

･ 交付対象議員さま､交付対象議員でなくなった場合又は会派を異動した場合､

当該事由が生じた月までの政務調査費に係る収支報告書等について､当該事

由が生じた日の翌日から30日以内に議長に提出しなければならないO

･ 議長は､収支報告書等の提出があった場合､その写しを市長に提出するO

⑨ 議長の調査 (条例第11条)

･ 議長は､政務調査費の適正な運用を期すため､収支報告書等が提出されたと

きは､政務調査費の交付を受けた会派及び交付対象議員に対し､必要に応じ

調査を行うことができるO

⑱ 政務調査費の速達 (条例第12条､規程第8条)

･ 交付を受けた政務調査費に残額が生じた場合は､その額を市長に返還しなけ

ればならない｡

･ 使途基準以外に政務調査費を使用した場合は､市長は返還を命ずることがで

きるO

⑪ 収支報告春等の保存及び閲覧 (条例第13条､規程第9条)

･ 議長は､提出された収支報告書等を､提出期限の翌日から5年間保存しなけ

ればならないO

･ 何人も､議長に対して､収支報告書等の閲覧請求ができる｡

･ 請求があった場合は､千葉市情報公開条例第7条に規定する不開示情報を除

き､閲覧に供するO

･ 収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する

日の翌日から収支報告書等の閲覧ができる｡ただし､その日が休日の場合は､

休日の翌日から閲覧ができる｡

⑫ 委任 (条例第 14粂)

･ 条例に定めるもののほか､政務調査費の交付に関し必要な事項は､議長が定

める｡
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3 政務調査費交付のフロー濁

(1)毎年度申請分､会派新規結成､新たに交付対象議員となった場合



① 交付対象の選択

交付を受けようとする会派は､政務調査費の交付額について､基準月額の範

囲内で､会派に交付する金額 (会派交付額)を決定します｡

一度選択した支給方法は､当該年度の支給分については変更できませんD

② 政務調査費の交付申請 (議長を経由)

支給方法を選択後､議長を経由して､市長に ｢政務調査費交付申請書｣(様式

第 1号)を提出しますO

③ 交付の決定

市長は､｢政務調査費交付申請書lに基づき､交付を決定しますO

④ 交付の決定通知

市長は､交付を決定したことについて､｢交付決定通知書｣(様式第3号)に

より､会派及び交付対象議員に通知します｡

⑤ 政務調査費の請求 (議長を経由)

｢交付決定通知書｣(様式第3号)を受けた会派及び交付対象藩員は､各四半

期の最初の10日までに､｢政務調査費請求書｣(様式第 5号)により､当該四

半期分の請求を行いますO

⑥ 政務調査費の交付

市長は､｢政務調査費請求書｣に基づき､速やかに政務調査費を交付しますO

⑦ 収支報告書等の作成

会派及び交付対象議員は､条例の定める期限までに ｢政務調査費収支報告書｣

(様式第7号)及び領収書等の添付書類等 (収支報告様式第1号～第6号)を

作成しますO

⑧ 収支報告舌 (原本)及び領収書等 (写し)の提出

会派及び交付対象議員は､条例の定める期限までに､作成した ｢政務調査費

収支報告書｣及び領収書等 (｢領収書｣､収支報告様式第1号～第6号)の写し

を､読長に提出する必要がありますO

⑨ 収支報告書 (写し)及び領収書等 (写 し)の提出

議長は､会派及び交付対象議員から提出された ｢政務調査費収支報告書｣及

び領収書等 (｢領収書｣､収支報告様式第1号～第6号)の写しを市長に提出し

ます｡

⑩ 政務調査費の残余枝の返還

会派及び交付対象議員は､交付を受けた政務調査費に残額が生じた場合は､

その残額を速やかに市長に返還する必要があります｡

⑪ 会計帳簿等の整理保管

経理責任者及び交付対象議員は､政務調査費の支出に関する会計帳簿等 (｢領

収書｣､収支報告様式第 1号･～第6号､参考様式第 1号～第6号)を､収支報告

書等の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければなり

ませんo
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⑫ 閲覧手続の準備

会派及び交付対象議員から提出された収支報告書等について､閲覧に供する

ために必要な準備を行いますO

議長は､閲覧に供する書類に不備がないかどうかを確認し､千葉市情報公開

条例第7条に規定する不開示情報について､マスキング処理を行いますQ

⑱ 閲覧手続

収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する

目の翌日 (その日が休日の場合は､休日の翌日)から､誰でも収支報告書等の

閲覧ができますo
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(2)会派の解散､交付対象諸員でなくなった場合

政務調査費交付のフロー図 (No.2)

(嵩長を経由)

④交付の決定通知 感--

⑥政務調査費の交付

(四半期分)

⑭会計帳簿等の整理保管

⑤政務調査費の請求 -

(四半期分､議長を経由)

(議長を経由)

⑪収支報告書 (原本)及U

領収書等 (写 し)の提出

か 仙｢仙川仙仙州州W
i
妻

㌔

⑮閲覧手続の準備
…
i

⑯閲覧手続

⑤政務調査費の請求

(四半期分)

⑦政務調査費 の交付変更 申請

1+

----⑧交付 変更の決定

⑫収支報告書 (写 し)及び

領収書等 (写し)の提出

⑬政務調査費の 残余額の

返還
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① 交付対象の選択

② 政務調査費の交付申請 (議長を経由)

③ 交付の決定

④ 交付の決定通知

⑥ 政務調査費の請求 (謙長を経由)

⑥ 政務調査費の交付

の-⑥までは､フロー図 (No.1)と同じ内容ですD

⑦ 政務調査費の交付変更中緒

交付申請の内容に異動があった会派及び交付対象議員は､市長に対して､速

やかに､議長を経由して､｢政務調査費交付変更申請書｣(様式第2号)により､

交付の変更申請を行 う必要がありますO

⑧ 交付変更の決定

市長は､｢政務調査費交付変更申請書｣に基づき､交付内容の変更について決

定を行います｡

⑨ 交付変更の決定通知

市長は､交付内容の変更を決定したことについて､｢交付変更決定通知書｣(様

式第4号)により､会派及び交付対象議員に通知 します｡

(弛-鵡か らは､フロー図 (No1)の同項目と同じ内容です｡

⑱ 収支報告書等の作成

⑪ 収支報告書 (原本)及び領収書等 (写 し)の提出

⑫ 収支報告書 (写 し)及び領収書等 (写し)の提出

⑱ 政務調査費の残余額の返還

⑭ 会計帳簿等の整理保管

⑯ 閲覧手続の準備

⑯ 閲覧手続
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(3)会派の所属議員数に変更があった場合

政務調査費交付のフロー図 (No.3)

①交付対象の選択

④交付の決定通知

②政務調査費の交付申 請

妻1p

③交付の決定

交付 と支出 (四半期ごと)

☆

⑫収支報告書等の作成

㌔

⑯会計帳簿等の整理保管

(領収書の整理等)

⑬収支報告書 (原本)及

領収書等 (写 し)の提出

m iiii 皿
学
童
き
@

⑰閲覧手続の準備

巨∴

⑬閲覧手続

⑭収支報告書 (写し)及び

領収書等 (写 し)の提出

⑮政務調査費の残余額の

返還
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① 交付対象の選択

② 政務調査費の交付申請 (誰長を経由)

③ 交付の決定

④ 交付の決定通知

⑤ 政務調査費の請求 (議長を経由)

⑥ 政務調査費の交付

G)～⑥までは､フロー図 (No1)と同じ内容です｡

⑦ 政務調査費の交付変更申請

⑧ 交付変更の決定

⑨ 交付変更の決定通知

⑦-⑨までは､フロー園 (No.2)と同じ内容ですO

⑯ 追加請求

所属議員が増えた会派は､｢政務調査費追加請求書｣(様式第 6号)により､

市長に対して､速やかに､議長を経由して､不足分の追加請求を行います｡

所属議員の異動が基準日 (各月の初日)にあった場合については､当月分か

ら､月の途中において所属議員の異動があった場合については､翌月分からの

不足額の追加申請を行いますO

市長は､追加請求があった場合は､速やかに不足分の交付を行いますO

⑪ 上回る鏡を返達

所属議員が減った会派は､市長に対して､速やかに､議長を経由して､上回

る額 (減額分)の返還を行わなければなりません｡

所属議員の異動が基準日 (各月の初日)にあった場合については､当月分か

ら､月の途中において所属議員の異動があった場合については､翌月分からの

上回る額 (減額分)の返還を行いますo

qe)～飽からは､フロー図 (No1)の同項目と同じ内容です｡

⑫ 収支報告書等の作成

⑱ 収支報告書 (原本)及び領収書等 (写し)の提出

⑭ 収支報告書 (写し)及び領収音等 (写し)の提出

⑯ 政務調査費の残余額の速達

⑯ 会計帳簿等の整理保管

⑰ 閲覧手続の準備

⑱ 閲覧手続
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<支出が翌年度になる場合の扱い>

(1)支出年度の判断基準

支出時期 (年度)の考え方としては､債権債務の発生した時点 (政務調査活動を

した時点)を基準とするもの 【発生主義】と､金銭の授受が行われた時点 (政務調

査活動にかかった経費の支払をした時点)を基準とするもの【現金主義】とがある｡

･発生主義の場合

⇒ 活動事実と支払事実とが同一年度であるため､該当年度の活動実績が明確

とされるO

反面､債権債務の発生と金銭授受の関係を明確にしておく必要があるため､

管理に対する手間がかかる｡

⇒ 支払事実で整理するため､管理に対する手間がかからないo

反面､活動事実と支払事実との関連性がわかりづらくなるoまた､改選時

や議員の辞職等があった場合に政務調査費を充当できないケースがでてくる

可能性があるO

※千葉市の対応

①公会計や企業会計では､発生主義が主流であるO

②政務調査費は､調査研究に資するため必要な経費の一部に市からの交付金(公

費)を充てるものであり､市の-般会計の支出の考えが発生主義を採ってい

る｡

③活動事実と支出事実との関連性を明確にすることが､使途の透明性を図るこ

とにもなるO

こうしたことから､発生主義で対応することとする
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4/1 支払日 4/30(収支報告書提出期限)

領収書を受取った後､前年度分に計上するD

換体例 21

4/1 4/305/1 支払日

収支報告書提出時点では､請求書､口座振替通知書等支払金額のわかる書類を提出

し､後日領収書が発行された時点で差し替えを行 う｡

湊体例 3｣

開始日 終了日

支払日

活動の終了日を実施日ととらえ､新年度に計上するO

※ 複数年度にまたがり刊行物を購読し､最初の年度にまとめて支払いをする場

合などは､年度ごとに按分して計上します｡

<改選時､議員の辞職等があった場合の扱い>

議員の任期後の支出､議員の辞職等があった目以降の支出の扱いは､収支報告

書提出期限内 (事由が生じた白の翌日から30日以内)であれば､領収書受取り後

報告を行い､領収書の受取りが収支報告書提出期限後であれば､請求書､口座振

替通知書等支払金額のわかる書類で報告を行い､後日領収書が発行された時点で

差し替えを行 う0
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第 3章 政務調査費の支出と使途基準

1各支出項目における使途基準の目安

政務調査費は､規程の別表で示されている項目･内容に限り支出できるものです

が､具体的な内容に関しての支出の可否､考え方を次頁以降に取りまとめましたので､

支出に当たっての参考としてください｡

～ 基本的な考え方 ～
政務調査費は､会派 (議員)が行う調査研究活動以外の経費には支出することが

できませんO

具体的には､政党活動経費､選挙活動経費､後援会活動経費､私的活動経費､そ

の他性格的､金額的に社会通念上妥当な範囲を超えるものには支出することができ

ませんO

不適切な支出内容があった場合は､市長からの返還命令の対象となることもあり

ますので (条例第12条第2項)､使途基準に沿った適正な支出を行うようにしな

ければなりません｡
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研究会､研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会､

研修会に参加するために要する経費 (会場費､講師謝金､出席者負担金 .会費､

項目 内容 考え方等

研究研修費 政党本来の活動に伴う党大会費､ 政党活動経費であり､支出すること

党費､党大会賛助金等 は適当ではありません○ただし､政党主催の研修会で､内容が調査研究活動に適 うものであれば､支出は可能ですO

他団体が主催する研修会､研究会 研修会等の主目的が調査研究活動に

等の出席に要する経費及び終了 適 うものである場合は､支出は可能で

した後に開催される懇談会､食事 す○また､終了後の懇談会等は､研修

会に要する経費 会等と一体性 (連続性)が認められる場合で会費等の金額は10,000円を上限としますo

個人の立場で加入 している団体 町内会､婦人会､ライオンズクラブ

-の会費 等議員個人に本来帰属する経費であり､支出することは適当ではありませんO

他の議員の後援会や祝賀会に出 調査研究活動と政党活動､私的活動の

席する経費 区分が困難であることから､支出することは適当ではありませんO

親睦団体 (議会内含む)の会費 調査研究活動に資する活動を行っている団体もありえますが､私的経費とみなされることが一般的であり､支出することは適当ではありませんO

宗教活動経費 檀家総代会､報恩講､宮参り等は私的経費とみなされることから､支出することは適当ではありません○

冠婚葬祭の経費 (香典､寸志､祝 祭 り-の自己負担分の支出なども含

金等) めて､私的経費とみなされることから､支出することは適当ではありません○

意見交換を伴わない会合等-の 単に挨拶や会食､テープカットのみ
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項目 内容 考え方等

研究研修費 会合の一部に調査研究活動が伴 新年会や忘年会等明らかに飲食を主

うものであつても飲食を主目的 目的とする名称の会合-の出席費用は

とする名称の会合-の出席費用 支出することはできませんO

食糧費総論 政務調査費による食糧費の支出に当たつては､①公職選挙法の遵守､②社会通念上の妥当性､③調査研究活動 (会議等)との-体性 (連続性)が必要となりますO

公職選挙法の遵守 会派として政務調査費の交付を受け

く選挙区の範囲) ている場合､選挙区とされる範囲は､その会派の所属議員全員の選挙区を示すことになり､議員個人の選挙区のみではありませんので､注意が必要ですO

会派 (議員)が主催する会議､会 (湯茶､茶菓子の提供経費)

･会派 (議員)が主催する会議､ (選挙区外の参加者-の飲食提供経費)

会合及び終了した後に開催さ 食糧費総論の要件を満たすものであ

れる懇談会､食事会等での飲 れば､支出することは可能ですO

食提供経費･調査研究活動として開催され なお､社会通念上妥当な範囲内であることが必要で､湯茶､茶菓子､食事等の提供経費は3,000円を上限と

る昼 (戟)会等の経費 しますOただし､飲酒代については､調査研究活動の一環であるとしても政務調査費で支出することはできませんO
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(2) 調 査 旅 費

調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 (交通費､

旅費､宿泊費等)

項目 内容 考え方等

調 査 旅 費 交通費総論 政務調査費による交通費､宿泊費等の支出は､調査研究活動が自発的活動であることから､実費を支出することが原則となりますoただし､宿泊費は､｢千葉市議会の議員の議員報酬､費用弁償及び期末手当に関する条例｣に準じて 16,500円を上限とします○なお､周辺事情により､当該用務地での宿泊場所が限定される場合は､この限りでさまありませんO

海外行政視察経費 平成 14年 9月の幹事長会議において､政務調査費による亨毎外行政視察が認められておりますoなお､実施に当たつては､事前に議長に対し､参加者､目的､視察場所､期間を書面にて報告する旨､平成 15年5月の幹事長会議で決定してお りますo

会派 (議員)の調査研究活動を補 専門的知識を持ち､会派 (議員)の

助するために旅行した者の経費 調査研究活動を補助する場合や､議員が身体的理由から介助を要する場合などは支出は可能ですo

自己所有の自動車のガソリン代 調査研究活動に要した経費の実費を
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項目 内容 考え方等

調 査 旅 費 自己所有の自動車の車検代､保険 調査研究活動に自己所有の自動車を
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(3) 資 料 作 成 費

調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本代､翻訳料､

項目 内容 考え方等

資料作成費 事務機器の購入等 事務機器の購入については､経済性の観点から､購入の場合とリース契約の場合との比較等を行い､経済性を常に検討してくださいDなお､調査研究活動以外の活動にも使用できる事務機器については､その使用実態により､按分等を行 う必要がありますo

予算要望書の作成経費 予算要望書の作成経費のうち､市当
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(4) 資 料 購 入 費

調査研究活動のために必要な図番､資料等の購入に要する経費

項目 内容 考え方等

資料購入費 書画､骨董等の購入費 会派 (議員)の資産形成とみなされるため､支出することはできませんo

書籍､雑誌､週刊誌､新聞等の購 内容が調査研究活動に合致するもの

読料 であり､会派 (議員)の調査研究活動と整合が取れていれば支出は可能ですo

会派控室での新聞 (-般紙)の購 会派控室での新聞の購読料について

読料 は､各紙 1部ずつであれば支出は可能

(平成22年 3月17日幹事長金紙決定) ですo

新聞 (一般賦)の購読料 自宅 (自宅兼事務所を含む)での新

(平成22年 3月1.7日幹事長金蔓簸決定) 間 (-般紙)の購読料については､通常の一般家庭でも1紙は購読されていることから､ 1紙目について計上することはできませんOなお､当該 1紙目の領収書については､2紙目以降の領収書とともに保管する必要がありますO

資料購入費 政党の発行する新聞.雑誌の購読 所属政党以外の政党が発行する新

料-の支出 聞 .雑誌の購読料については､購読部
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(5) 広 報 費

調査研究活動､議会活動及び市の施策について市民に報告し､PRするために

要する経費 (広報紙､報告書印刷費､送料､会場費等)

項目 内容 考え方等

広 報 費 広報費総論 調査研究活動､議会活動及び市の施策について市民に報告するため､広報紙や報告書の作成及びホームページの作成 .管理等の経費に政務調査費を支出することは可能ですOなお､広報紙や報告書､ホームページの作成に当たつては､調査研究活動に資するため.､市民の市政に関する意見や要望等を聴くことが不可欠ですOそのため､連絡先等を明記する必要があります○

会派 (議員)によるホームページ 会派 (議員)でホームページを運営

の開設､維持管理経費 し､議会活動及び市の施策について市民に報告し､市民からの意見 .要望を聴取するたやの前提となる情報を掲載することによ､り､住民意見を議会活動に反映することを目的とするものであれば支出は可能ですOただし､政党のPR等政党活動とみなされるものについては支出することは適当ではありませんO

予算要望書の作成 .配布経費 予算要望書の作成.配布経費のうち､
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会派及び議員が作成した広報紙

等

(平成 22年 3月17日幹事長会議決定

平成 22年度交付分から実施)

会派及び議員が政務調査費で作成し

た広報紙等については､その原本を収

支報告書に添付して議長に提出しなけ

ればなりません｡

(6) 広 浪 費

市民からの市政及び政策等に対する要望､意見を吸収するための会議等に要す

る経費 (会場費､印刷費等)

項目 内容 考え方等

広 聴 糞 会派 (議員)が市民からの市政及 (選挙区について)

び政策等に対する要望､意見を吸 会派として政務調査費の交付を受け

収するための会議.会合を開催し ている場合､選挙区とされる範囲は､

た場合の食事.湯茶等の飲食提供 その会派の所属嵩員全員の選挙区を示

経費 すことになり､議員個人の選挙区のみではありませんので､注意が必要ですO

(湯茶､茶菓子の提供経費)湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の茶菓子を提供することは差し支えありませんO

(選挙区外の参加者-の飲食提供経費)食糧費総論の要件を滞たすものであれば､支出することは可能ですOなお､社会通念上妥当な範囲内であることが必要で､湯茶､茶菓子､食事等の提供経費は3,000円を上限としますOただし､飲酒代については､調査研究活動の-環であるとしても政務調査費で支出することはできませんO

･27-



(7) ^ 1

調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

項目 内容 考え方等

人 件 費 人件費総論 調査研究活動の補助を主目的とする･職員を雇用した場合の貸金等の支出は可能です.ただし､調査研究活動補助以外の業務にも併せて従事している場合は､時間割合等合理的な理由で按分して支出することが必要ですo※ 会派 (議員)は､補助職員を雇用した場合は､氏名 .住所 .生年月日.雇用期間等を ｢職員雇用台帳｣(参考様式第3号参照)に記載し､保存しなければなりませんo併せて雇用契約書 (参考様式第4号参照)の写しを台帳に添付しなければなりませんo

調査研究活動の補助職員に親族 親族を雇用することは誤解を招きや
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(8) 事 務 所 垂

調査研究活動のために必要な事務所の設置､管理に要する経費 (事務所の賃借

料､維持管理費､備品､事務機器購入､リース代等)

事務所費総論

下記の要件を備えた事務所で調査研

究活動を行っていれば､賃借料や光熱

水費等維持管理経費に政務調査費を支

出することは可能です｡

ただし､事務所が住居や後援会事務

所等､多目的に利用されているときに

は合理的な理由で按分して支出するこ

とが必要ですD具体的には､従事する

時間割合や面積割合等が考えられま

す｡

[事務所の要件]

･外形上､事務所としての形態を有

していることO

･事務所 としての機能を有 している

ことC

･賃貸による事務所の場合､会派交付

分については､基本的に会派が契約

者となっていることが必要

蔑員交付分については､鼓員が契約

者となっていることが必要

※ 会派 (議員)は､事務所の設置

に当たって､事務所名 ･所在地 ･床面

積等を記載した ｢事務所台帳｣(参考様

式第 5号参照)を作成し保存しなけれ

ばなりません｡

併せて賃貸借契約書 (参考様式第 6

号参照)の写しを台帳に添付しなけれ

ばなりません｡
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項目 内容 考え方等

事 務 所 費 自己所有の事務所､自宅兼事務所 自己所有の事務所､自宅兼事務所に

-の事務所費の支出 ついて､貸借料を支出することは適当ではありません○光熱水費､電話代等については､自宅使用分と分離して支出する必要がありますD分離が困難である場合は､現に調査研究活動に充てられている実態に応 じて､按分して支出する必要がありますO

貸貸事務所-の事務所費の支出 議員活動は多面性を有することから､按分して支出する必要がありますD

後援会事務所と共有の場合 賃貸契約､光熱水費､電話代等の契約は､可能な限り分離することが望ましいですが､手続きが困難な場合は､現に調査研究活動に充てられている実態に応 じて､按分して支出する必要がありますO

所属嵩員の事務所を会派が貸借 支出は可能ですが､対象事務所が前
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項目 内容 考え方等

事 務 所 費 事務所に付設する駐車場の賃借 調査研究活動を行 うための事務所に

料 付設する駐車場の賃借料は､調査研究活動以外の活動 との区分を明確に し/て､按分して支出する必要がありますO

調査研究括動に用いるため､事務 ■会派 (議員)の資産形成とみなされ

所として使用する不動産の購入､ ること､また､調査研究活動の対価そ

建築工事経費 のものではないため､支出することはできません○

自動車等の高痕な備品の購入経 事務所 として使用する不動産の購

費 入､建築工事費と同様に､支出することはできませんOなお､｢高額｣の定義を一律に定めることは困難ですが､社会通念上妥当な範囲であることが必要ですQ

餐 究活動に対する有用性が高く､事務所の維持管理に必要であると認められる事務機器の購入費またはリース代に限定すべきですO

自動車のリース代 調査研究活動のため､一時的に借 り上げる自動車のリース代は支出することは可能ですが､一定期間継続的に借り上げる場合は､調査研究活動以外の活動との区分を明確にして､按分 して支出する必要がありますo

事務所の電話､FAX､パソコン､ 調査研究活動以外にも使用できる物

光熱水費等の維持管理経費 品の維持管理経費は､按分 して支出することとなりますo

携帯電話 携帯電話の購入費及び買い替え費用
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(9) そ の 他 の 経 費

上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費

(政党活動経費)

･政党の広報誌､パンフレット等の印刷 ･発送経費

･政党組織の事務所設置 .維持経費

(選挙活動経費)

･選挙運動及び選挙活動に要する経費

(後援会活動経費)

･後援会の広報誌､パンフレット等の印刷 ･発送経費

･後援会事務所の設置 ･維持経費

･後援会主催行事の開催軽費

(私的経費)

･病気見舞い､鱒別､中元､歳暮､電報､年賀状の購入 ･印刷等儀礼に要する経費

･名刺代
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第4章 政務調査費の出納手続き

l 出納手続きと関係書類の整理

___(_l_)出納手続きについて

政務調査費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに交付対象議員は､政

務調査費の経理を適正に行わなければなりませんo

政務調査費の収支については､出納簿等を作成し､関係書類とともに整理保管する

必要がありますO

なお､出納事務及び年度末の収支報告事務を効率的に行うため､支出内容を使途項

目ごとに分類し､四半期ごとに整理を行うようにしてください｡

(2)領収書等について

領収書等については､条例第10条に ｢支出に係る領収書その他の当貢亥支出に係る

事実を証する書類｣と規定されていますO

具体的には､｢支出に係る領収書｣と ｢その他の当該支出に係る事実を証する書類｣

の定義について､｢支出に係る領収書｣は､｢領収書｣(領収書やレシー ト､振込明細書

などの支出を証明する書類の総称Oただし､支出の内容が明確であるものに限るO)と

し､｢その他の当該支出に係る事実を証する書類｣は､収支報告様式第 1号～第6号と

して､本マニュアルで定めております｡

政務調査費を支出した場合は､原則として､｢領収書｣を徴することが必要ですo

< ｢領収書｣に該当するものの例 >

･領収書

･ レシー ト (支出の内容が明確にわかるもの)

･郵券売捌き蕃

･賃金明細､賃金支払報告書､賃金支給調書等

･振込明細書等

ただし､支出の内容が内訳欄等に明確に記載されていることが必要ですo

また､口座から自動引落しされており､｢領収書｣の添付や再発行ができない場合に

限り､その通帳の表敗及び当該ページの写しを添付書類としますD

ただし､クレジットカー ドによる支払等のため､引落しの相手先が支払先と異なる

場合は､支払先の確認できる書類の写しが必要になりますO

｢領収書｣には､目付 ･発行者 ･内訳等が記載されていなければなりませんO例と
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して､但し書きに物品名 .人数などが記載されていることが必要ですD

なお､支出の内容が複数の使途項目にまたがる場合は､支出内容を明確に説明でき

るように､項目毎に ｢領収書｣の発行を依頼することが望ましいと考えますO

領収書の宛名について､会派交付分の場合は､原則として､会派名となります｡

また､会派から所属萄員に調査研究活動が委任されている場合は､議員名の ｢領収

書｣でも支出は可能ですeただし､調査研究活動が委任されていることを証明できる

書類 (参考様式第2号)が必要となりますO

議員交付分の場合､領収書の宛名は交付対象議員名となります｡

｢領収書｣の内容に不備がある場合や､｢領収書Jを徴することができない場合は､

会派交付分については､会派の代表者及び経理責任者が､議員交付分については､交

付対象議員が ｢政務藤査費支払証明書｣(収支報告様式第4号)に記名押印することに

より､｢領収書Jに代えることができます｡

公共交通機関の切符代等の交通費で､｢領収書｣を徴することができない場合は､会

派交付分については､会派の代表者及び経理責任者が､議員交付分については､交付

対象譲員が ｢政務調査費支払証明書 (公共交通機関用支出用)｣(収支報告様式第5号)

に記名押印することにより､｢領収書｣に代えることができます｡

(3)収支報告蕃等について

会派及び交付対象議員は､条例で定められた提出期限までに ｢収支報告書及び領収

書等の写し｣を議長に提出しなければなりませんO(条例第 10条)

提出期限について､前年度交付分は､毎年4月 30日までに議長に提出しなければ

なりませんo会派の解散等や､交付対象議員が交付対象議員でなくなった場合につい

ては､その事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければな

りませんO

具体的な提出書類として､｢政務調査費収支報告書｣(様式第7号)と､｢支出に係る

領収書｣(｢領収書｣)､｢その他の当該支出に係る事実を証する書類｣(｢収支報告様式第

1号～第6号｣)の写しを提出する必要がありますO(36頁参照)

｢領収書｣及び ｢収支報告様式第 1号～第6号Jの原本は､会派及び交付対象議員

が保管しますO

領収書等の写しについては､閲覧及び公文書開示請求の対象となることから､支出

の内容が適正であることについて､きちんと説明できるように整理しておくことが望

ましいと考えます｡

なお､領収書等の写しを議長に提出する際は､原本のコピーを提出することになりますo
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収支報告書等の繰出時に､政務調査費の残余の額がある場合については､その残余

の額を速やかに市長に返還しなければなりませんO(条例第12条)

返還手続きについては､収支報告書に残余の額を記載し､戻入手続きを行うことに

なります｡

(4)会計帳簿等の保管

会計帳簿等については､収支報告書等の提出期限の翌日から起算して5年を経過す

る日まで保管しなければなりませんO

会派が解散等により消滅した場合は､保管を義務付けられている経理責任者が､交

付対象議員が交付対象議員でなくなった場合は､議員本人又は相続人が､保存期間が

経過するまで関係資料を保管しなければなりませんO

政務調査費の支出内容については､議長の調査権の対象であり､監査及び税務調査

の対象となることもありますので､会派及び交付対象議員は会計帳簿等を整理し､定

められた期日まで保管する必要がありますo

(5)収支報告昔等の閲覧

議長は､条例の規定により提出された収支報告番等を､提出期限の翌日から起算し

て5年を経過する日までの間保存しなければならないとされていますO

｢収支報告書及び領収書等の写し｣は､議長が定めた場所 (議会事務局等)で誰で

も閲覧することが可能ですo

閲覧の開始日は､収支報告書等の提出期限の翌日から起算して60日を経過する日

の翌日 (その日が市の休日に当たるときは､休日の翌日)からとなります｡

閲覧の際には､千葉市情報公開条例第7条に規定する不開示情報が記録されている

部分を除き､収支報告書等を閲覧に供するものとします｡

不開示情報については､議長-の提出後にマスキング処理を行いますので､ ｢領収

書原本を収支報告様式第2号及び第3号に貼付したもの｣をコピーして提出してくだ

さいO

議長から市長あてに提出した収支報告書等の写しは､市の公文書として5年間保存

されますO
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憶 ‡政務調査費の出納手練きに関溌る様式鰯

※ 収支報告様式 (収支報告書に写しを添付して提出する様式ですo)

(収支報告様式第 1号) 政務調査費支出明細書

収支報告書に添付する ｢領収書｣を分類するために､内容 (整理番号､支出年月

日､支出内容､支出額等)を記入して､議長に写しを提出しますO

(収支報告様式第2号) 領収書等貼付用紙

支出に係る ｢領収書｣を貼付し､議長に写しを提出しますO

※貼付用紙 1枚に複数枚の領収書を貼付しても差し支えありませんOその場合､

貼付した領収書の脇に｢(収支報告様式第 1号)政務調査費支出明細書｣の整理

番号を付して下さいOなお､領収書は必ず蛋ならないように貼付して下さい｡

(収支報告様式第3号) 領収書貼付用紙 (按分用)

支出の内容に､調査研究活動以外の活動部分が含まれる場合は､内容 (使途項目､

内容､按分率､按分方法等)を記載し､｢領収書｣を貼付して､議長に写しを提出し

ますo

(収支報告様式第4号) 政務調査費支払証明書

支出した政務調査費について､｢領収書｣の内容に不備がある場合や､｢領収書｣

を徴することができない場合は､会派交付分については会派の代表者及び経理責任

者が､議員交付分については交付対象議員が､支払証明番により証明し､その写し

を収支報告書に添付する必要があります｡

(収支報告様式第5号) 政務調査費支払証明書 (公共交通機関用支出用)

公共交通機関の切符代等の交通費で､｢領収書｣を徴することができない場合は､

会派交付分については､会派の代表者及び経理責任者が､議員交付分については､

交付対象議員が支払証明書 (公共交通機関用支出用)により証明し､その写しを収

支報告香に添付する必要があります.

(収支報告様式第6号) 政務調査費活動記録票

出張 (市内出張も含む)､視察､研修､飲食を伴 う会議 ･会合等に政務調査費を

支出した場合､その内容 (支出日､場所､相手方､支出経費内訳等)を活動記録票

に記入し､その写しを収支報告書に添付する必要があります｡

なお､これらの活動に伴 う最終的な成果報告書については､各会派及び議員が作

成の上､保管する必要がありますO
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収支報告時の書類の提出と保管について

収支報告審 -仙

(様式第7号)

･ ｢領収書｣ 叩WP…〟〝…州㌦…

(領収書､レシー ト等)

<収支報告様式第 1号～第6号>

政務調査費支出明細書

･領収書貼付用紙

･領収書貼付用紙 (按分用)

･政務調査費支払証明書

･政務調査費支払証明書

(公共交通機関支出用)

･政務調査費活動記録票

･政務調査費を支出して

作成 した広報紙等

衰派及びIIAにて保

<参考様式第 1号～第6号>

･政務調査費出納簿

･会派調査研究活動の委任について

･職員雇用台帳

･雇用契約書

･事務所台帳

･賃貸借契約書

議長に写しを提出

(原本は会派及び議員にて

保管)

作成 した広報紙等を

蔑長に1部繰出

(平成22年度交付分から)

市長に写しを提出
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耳∵∵政務調査費関係様式

(1) 様式 (規程で定める様式)

(政務調査費の交付申請 ･請求 ･変更 ･収支報告に使用する様式ですO)

(様式第 1号) 政務調査費交付申請書

( 会派用 ･ 交付対象議員用 )

(様式第2号) 政務調査費交付変更申請書

( 会派用 ･ 交付対象議員用 )

(様式第 3号) 交付決定通知書

(様式第4号) 交付変更決定通知書

( 会派用 ･ 交付対象議員用 )

(様式第5号) 政務調査費請求書

( 会派用 ･ 交付対象議員用 )

(様式第6号) 政務調査費追加請求書

(様式第 7号) 政務調査費収支報告書

( 会派用 ･ 交付対象議員用 )

(2) 収支報告様式 (マニュアルで定める様式)

(収支報告書に写しを添付して提出する様式ですo)

(収支報告様式第 1号) 政務調査費支出明細書

(収支報告様式第2号) 領収書貼付用紙

(収支報告様式第 3号) 領収書貼付用紙 (按分用)

(収支報告様式第4号) 政務調査費支払証明書

( 会派用 ･ 交付対象議長用 )

70貢

72頁

74頁

75頁

77頁

79頁

80頁

頁

頁

頁

頁

0

2

4

6

T

..r
T

..T.

(収支報告様式第5号) 政務調査費支払証明書 (公共交通機関支出用) 50頁

( 会派用 ･ 交付対象議員用 )

(収支報告様式第6号) 政務調査費活動記録禁
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(3) 参考様式 (マニュアルで定める参考様式)

(会計事務を行うために､参考として定めた様式のことです.各会派及び各議員

で任意の様式を用いることもできますo各会派及び各議員で保管しますo)

(参考様式第 1号)

(参考様式第 2号)

(参考様式第 3号)

(参考様式第4号)

(参考様式第 5号)

(参考様式第 6号)

政務調査費出納簿

会派調査研究活動の委任について

職員雇用台帳

雇用契約書

事務所台帳

賃貸借契約書
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(収支報告様式第 1号)

政務調査費支出明細書

会派名または交付対象議員名

( 年 月分 ) No.

整理番号 使途項目 支出日 支出先 支出内容 支出額 備考

… 項目別 研修研究費 調査旅費 資料作成費

資料購入費 広報費 広聴費

人件費 事務所費 その他の経費
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[亘二亘亙]
政務調査費支 出明細書

(収支報告様式第 1号)

竿派霊孟 た 誓誉付 芸象警 芸 分○,0億孟警 警 雪 雲 ≡ ≡ ヨ (単位 ‥円,

整理番号 使途項 目 支出日 支出先 支出内容 支出額 備考

1 研 究研 修 費 20.4.10 (社)〇〇〇〇協会 他 1 ○○研 修会 15,000円 活動記録票

2 広 報費 20.4.ll ㈱〇〇〇〇 印刷 費 (議 会報告) 50,000円

3 研 究研修費 20.4.13 (社)〇〇〇〇セ ンター ○○研修 会場 費 20,000円 按 分 50%活動記録票

4 広聴費 20.4.28 ㈲○○商店 お茶 .茶菓子代 (5/2分) 3,000円､

5 研 究研 修 費 20.4.29 ○○研修参加費 (3名分) 78,000円 活動記録票

6 調 査旅 費 - 収支報告様式第5号参照 1,280円

広聴費 - 収支報告様式第 5号参照 800円

さい.の｢政務 按分がある場
按分がある場▲し

ださい○ さい○ ロは､按分後の金額を記入して くだ さい( さい○

研修研究費 113,000円調査旅費 1,280円 資料作成費

項 資料購入費 広報費 50,000円 広聴費 3,800円

目別 人件曹 事務所費 その他の経費
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(収支報告様式第2号)

領収書貼付用紙

※ 領収書その他の証拠書類の添付欄 (重ならないように貼付すること)
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Z記載融
領収書貼付用紙

(収支報告様式第 2号)

※領収書その他の証拠書類の添付欄 (重ならないように貼付すること)

貼付用紙1枚に複数枚の領収書を貼付しても差し支えありませんo

その場合､貼付した領収書の脇に (収支報告様式第1号)政務調査費支出明細書

の整理番号を付して下さい｡

1-1 1-2

平成 20年4月 10日

領 収 書

○○党千葉市議会議員団 様

金 10, 000 円

内訳 :会場使用料として (半日分使用料)

上記金額を領収いたしましたo

平成 20年4月11日

領 収 書

金 50, 000 円

内訳 :｢○○党千乗市議会議員団だより｣の印刷代として

00ス トア㈱

H20.410

お茶(350ml)

130×20≡2,600

茶菓子

300× 8=2,400

it 5,000

お預り 10,000

お釣り 5,000

洋領収書の内容に不

明確な部分がある

場合は､貼付用紙

の余白欄に詳細を

記入 してくださ

い｡

(注 1) ｢領収書｣については､日時 ･発行者 ･内訳等の記載が必要になりますo

レシー トの場合は､上記の記載が明確であるものについては､領収書と同

等のものとみなして処理が可能ですが､記載が無い場合又は不明確な場合

は､領収書の発行を依頼するか､支払証明書を作成 し､支出明細書に添付

する必要があります｡

(注2) ｢領収書｣については､ ｢原本の写し｣の提出が必要となりますので､

｢領収書原本を様式第 2号及び様式第 3号に貼付 したもの｣をコピー

して提出してくださいo
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(収支報告様式第3号)

領収書貼付用紙 (按分用)

･-1-I-



[亘:垂直]
領収書貼付用紙 (按分用)

(収支報告様式第 3号)

※ 領収書その他の証拠書類の添付欄 (重ならないように貼付すること)

貼付 した領収書の脇に (収支報告様式第 1号)政務調査費支出明細書の整理

番号を付 して下さいO

平成 20年4月13日

領 収 書

00党千葉市議会議員団 様

金 40, 000 円

内訳 :会場使用料 として

上記金額を領収いたしましたO

千葉市中央区市場町〇番〇号

社団法人 0000センタ

(注)領収書等については､ 日時 ･発行者 ･内訳等の記載が必要にな りますa

支 出 内 容 等

支出の内容について具体的

に記入してくださいb

｢地方自治体の00政策に関する研修会｣等の会場使用料

参加者 20名

按分による支出の場合

按分率 (A)､r領収奮｣の金額 (ち)､按分後

の支出額 (AXB)を記入してくださいC

按分率 (A) ( 1 / 2 ) ｢領収書｣の金額 (B) ( 40,000 円)

按分による政務調査費の支出額 (AXB) ( 20,000 円)

備考 (按分の考え方を記入) 按分率 1/2 (使用 目的が異なるため)

4月13日 午前 ｢地方自治体の00政策に関する研修会｣で使用

午後 後援会 との懇談会で使用

按分の考え方について記入してくださいD
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(収支報告様式第4号 ･会派用)

整理番号 No.

政務調査費支払証 明書

使途項目 (1) 研究研修費 (2) 調査旅費

(3) 資料作成費 (4) 資料購入費

(5) 広報費 (6) 広聴費

(7) 人件費 (8) 事務所費

(9) その他の経費

支出年月 日 再 出額 E

支出先(所在 .名称)

使途及び内容

｢領収書｣を徴し難かつた理由

上記のとお り相違ないことを証明しますO

年 月 日 会 派 名

代 表 者 氏 名

経理責任者氏名

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､備考欄に按分割合を記載することO
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[壷亘遍]

政務調査費支払証明書

(収支報告様式第4号 ･会派用)

整理番号 No.4

使途項目 ① 研究研修費 (2, 調査-

(3) 資料作成費 (4) 資料購入費

(5) 広報費 (6) 広聴費

(7) 人件曹 (8) 事務所費

(9) その他の経費

支出年月 日 平成 20定 4月 28日 再 出額 芦 3,000円

支出先(所在 .名称) 千葉市中央区中央○丁目〇番〇号

使途及び内容 5/2に実施する研修会に伴 うお茶 .ジュース代
｢ 具体的に記入してくださいdi

｢領収書｣を徴し難かつた理由 レシー トの.内容に不備があったため 等 芸三 言悉 三三tLbi軍票 7:ll

上記のとお り相違ないことを証明しますO 会派の代表者及び経理責任者

の記名押印をしてください｡

平成 20 年 4 月 30 日 会 派 名 00党千葉市議会議員団

代 表 者 氏 名 幹事長 00 00

経理責任者氏名 △△ △△

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､備考欄に按分割合を記載すること0
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(収支報告様式第4号 ･交付対象議員用)

政務調査費支払証明書

整理番号 No

使途項目 (1) 研究研修費 (2) 調査旅費

(3) 資料作成費 (4) 資料購入費

(5) 広報費 (.6) 広聴費

(7) 人件費 (8) 事務所費

(9) その他の経費

支出年月日 再 出額 i

支出先(所在 .名称)

使途及び内容

｢領収書｣を徹し難かつた理由

上記のとお り相違ないことを証明します｡

年 月 日 所 属 会 派 名

交付対象議員名

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､備考欄に按分割合を記載することO
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[亘:壷二重] (収支報告様式第4号 ･交付対象議員用)

政務調査費支払証 明書

整理番号 No.8

使途項 目 (1) 研究研修費 (2) 調査旅費

･3, 資料作成費 ∈) 資料購入費

(5) 広報費 (6) 広聴費

(7) 人件費 (8) 事務所費

(9) その他の経費

支出年月日 平成 20年 5月 1日 再 出額 .i 7,000円

支出先(所在 .名称) 千葉市中央区蘇我町○丁目〇番〇号

使途及び内容 調査研究のための図書購入費
:[喜喜芸芸芸霊慧芸去 ｣ ｢ 具体的に記入してくださいbl

｢領収書｣を徹し難かつた理由 桝 の内容に不備があったため 耳 芝≡書芸 at̂ tLbi:崇 b:,?i

上記のとお り相違ないことを証明します｡ 交付対象議員の記名押印をし

てくださいp

平成 20 年 5 月 30 日 所 属 会 派 名 00党千葉市議会議員団

交付対象議員名 00 00

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､備考欄に按分割合を記載することO
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(収支報告様式第 5号 ･会派用)

政務調査費支払証明書 (公共交通機関支出用)

( 年 月分 ) 整理番号 No.

No.≡ 支出日 ≦ 使途項 目 支出先 目 的 支出額 備考 確静印
経路 片道 .往復

1

2

3 事 【!

4∃ ii

5 】≡i i ⊆!l【i

計

上記のとお り相違ないことを証明 しますO

年 月 日 会 派 名

代 表 者 氏 名

経理責任者氏名

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､備考欄に按分割合を記載すること｡
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Z記載例Z (収支報告様式第 5号 ･会派用)

政務調査費支払証明書 (公共交通機関支出用)

会派名 00党千葉市議会議員団

( 平成 20 年 4 月分 ) ##%% No. 6

No. 支出日 ≡ 使途項目 支出先 目 的 支出額 備考 確認印

経路 片道 .往復

1 H20.4,15 董調査旅費 ○○電鉄㈱ ○○病院の医療体制の視察 780円 二l○○駅～○○駅 片道

2 FH20.4.22 長調査旅費 ○○電鉄㈱ 国会図書館にて調査､その後国会に立ち寄り党務 500円 按分50% 千〇〇〇駅～〇〇〇駅 往復

○○駅～○○駅 潅 復

≡4 H20.4.30 董広聴費 ≡○○バス 会合場所 (○○公民館)-の交通費 800円 3人分 +
○○′一〇〇 匡 復

5 【≡【

活竺記録誓 警 る警 り､収支E

計 鮒 さま､対象となる金額を記入してくださいO盛挙葉… 14,080円

上記のとおり相違ないことを証明しますO
会派の代表者及び経理責任者

の記名押印をしてください｡

平成 20 年 4 月 30 日 会 派 名 00党千葉市議会議員団

代 表 者 氏 名 幹事長 00 00(ら
経理責任者氏名 △△ △△ (∋

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､備考欄に按分割合を記載すること0
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(収支報告様式第 5号 ･交付対象議員用)

政務調査費支払証明書 く公共交通機関支出用)

( 年 月分 ) 整理番号 No.

交付対象議員名

No. 支出日 ≡使途項目 支出先 卜 目 的 支出額 備考 確認印
経路 片道 .往復

1

2

∴ら

4

1

【巨5

≡

!≡計 ･くさ､､p-

上記のとおり相違ないことを証明しますO

年 月 日 所 属 会 派 名

交付対象議員名

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､備考欄に按分割合を記載することO
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[亘 亙 亘]

交付対象議員名

(収支報告様式第5号 ･交付対象議員用)

政務調査費支払証明書 (公共交通機 関支出用)

〇 〇 〇 〇

( 年 月分 ) 整理番号 No.+ 8

No.支出日 長 使途項目 支出先 目 的 支出額 備考 確認印

経路 片道 .往復

1 H20.4.22 蔓調査旅費 ○○電鉄㈱ ○○セミナー-の出席700円 二.○○駅.一〇〇駅 往復

2 H20.4.24 呈調査旅費 ○○電鉄㈱ 国会図書館にて調査､その後国会に立ち寄り党務 600円按分50%①〇〇〇駅～〇〇〇駅 往復

3 i 【

4

5 il

冨芸記冨≡芸作芸に該三三孟≡芸芸芸ま､芸当

計 帽 - の 出の口 てvD:1､三;/;-:;場創 ま､対象となる金額を記入してください血塊 …三≡､‡きき奈… 1,300円

円

上記のとおり相違ないことを証明しますO
交付対象蔑見の記名押印を

してくださいC

平成 20 年 4 月 30 日 所 属 会 派 名 00党千葉市議会議員団

交付対象議員名 00 00

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､備考欄に按分割合を記載することO
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(収支報告様式第 6号)

政務調査費活動記録票

会派名または交付対象議員名 整理番号 No,+

年 月 日 年 月 日 ( ) ～ 年 月 日 ( )

場 所

相 手 方

参加議員等の氏名

目的

内容及び成果

支 出 経 費 ･研究研修費 .調査旅費 .資料作成費

使途項目 .資料購入費 .広報費 .広聴費 …

･ 人件費 . 事務所費 . その他の経費

経費の内容､単価 .数量等 ∈支出先 喜 支出額 ｢領収書｣の番号 萱

≡

F ≡

合計

備 考
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i記載射 (収支報告様式第 6号)

政務調査費活動記録票

会派名または交付対象議員名 00党千葉市議会議員団 整理番号 No. 5

年 月 日 平成 20年 4月 29日 (火) ～ 平成 20年 4月 30日 (水)

場 所 東京都○○区○○1-1 ○○会館 と 張 を̂- た雛 月日.i . 辛

相 手 方 l方働 耗負等を詳細に記入してください¢

参加議員等の氏名 〇〇〇〇 ､ △△ △△ ､ □□ □□ 計3名

妻崇 工芸言…三:芸 ≡言こぞ加l

目的 ○○制度に関する調査研究に資するため

･今警芸竿芸昌芸三〇三芸芸器 三シタ妻 L三言志望票D*を具体的に○○制度の現状 .問題点と諸外国の事例を聴講 し､今後の会派の○○制度
内容及び成果

についての政策決定の参考 とした○

支 出 経 費 ･唾 麺室を) .調査旅費 .資料作成費

使途項 目 .資料購入費 .広報費 .広聴費

･人件費 .事務所費 .その他の経費

経費の内容､単価 .数量等 支出先 支出額 ｢領収書｣の番号

研修参加費(8,000×3名分) 24,000円 5-1

交通費(4,000×3名分) ○○鉄道㈱ 12,000円 5-2

宿泊費(14,000×3名分) ･○ホテル㈱ 7 42,000円 5- 3

活動記録粟の

T領収書Jの整理

番号を記入してください○

;

合計 78,000円
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(参考様式第 1号)

政務調査費出納簿

会派名または交付対象議員名

( 年 月分)No. (単位 :円)

日付 内容 収入額 支出額 残額 備考

月計
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(参考様式第 2号)

平成 年 月 日

(委任者)

会派名

幹事長

会派調査研究活動の委任について

会派の平成 年度調査研究活動計画に基づき､調査研究活動の一部を下記のとお

り､委任いたしますO

記

1 委任する業務の内容

調査に関する業務

査に関する業務

調査に関する業務

2 委任する期間

平成 年 月 日～平成 年 月 日

3 その他

委任する業務に係る経費は政務調査費から支出
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(参考様式第 3号)

職 員 雇 用 台 帳

会派名又は交付対象議員名

氏名 住所 .電話番号 生年月 日 雇用期間

暑
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(参考様式第 4号)

雇 用 契 約 書

氏名

生年月 日

住所

電話番号

あなたを下記の条件にて雇用 しますO

勤務場所

業務内容 (業務内容)職種 事務全般

調査研究補助､資料収集､資料整理､控室管理

雇用期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日
期間の満了により退職するo

(備考)

土晦 日､日曜 日､祝 日等は特別な場合を除き､勤務を要しない日とする○

勤務時間 午前 時 分～午後 時 分まで

休憩時間 午前 時 分～午後 時 分まで

賃金 時給 円

契約書は2通作成 し､双方が各 1通を保管する｡

雇用者 (会派名)

被雇用者

平成 年 月 日

幹事長又は交付対象議

墓所
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(参考様式第 5号)

事 務 所 台 帳

会派名又は交付対象議員名

事務所名 所在地 .電話番号 延べ床面積

m

im

2日ー

rn

2m

m

2日ー

2m

2m

rrf

‖1

m

nt

‖ー
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(参考様式第 6号)

賃 貸 借 契 約 書

物件 〇〇〇ビル 3階○○号室 (床面積 m2)

所在地

賃貸人

賃貸人住所電話番号

上記物件を下記のとおり､賃借します｡

契約期間 平成 年 月 日～平成 年 月 日

用途 政務調査活動に係る事務所として
( 事務所)

賃貸借料金 物件の賃貸借料金は､月額 円とするOうち､取引に係る消費税及

び地方消費税の額は月額 円とし､当該税額は消費税法第 28条第

1項及び第29条､地方税法第72条の82及び第 72条の83の規程 に

より算出したもので､賃貸借料金に105分の5を乗じて得た額であるD

また､契約開始の月または解約の月において､物件の賃貸借期間が 1か月

H =満たないときは､その月分の賃貸借料金は日害帽十算によって算出するC

契約書は2通作成し､双方が各 1通を保管する｡

賃借人 (会派名)

平成 年 月 日

季長又は交付対象議
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1 千葉市議会政務調査費の交付に関す る条例

(平成 13年 3月 21日条例第 24号)

改正 平成 14年 6月 24日条例第 31号

平成 19年 10月 4日条例第 51号

平成 20年 9月 8日条例第 31号

平成 22年 2月 24日条例第 3号

(趣旨)

第 1条 この条例は､地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 100条第 1

4項及び第 15項の規定に基づき､千葉市議会議員 (以下 ｢議員｣というO)

の市政に関する調査研究に資するため必要な経費の一都として､千葉市議会

(以下 ｢読会｣というO)における会派及び議員に対し政務調査費を交付する

ことに関し必要な事項を定めるものとするo

(政務調査費の交付対象)

第 2条 政務調査費は､議会における会派 (所属議員が 1人の場合を含む｡以

下 ｢会派｣という｡)及び議員 (次条第2項の規定により政務調査費全額を会

派に交付することを選択した会派を除いた会派に所属する議員に限るo以下

｢交付対象議員｣という｡)に対して交付する｡

(政務調査費の月額等)

第3条 政務調査費の月額 (以下 ｢基準月額｣という｡)は､議員 1人当たり

300,000円とする｡

2 会派に対する政務調査費の月額は､基準月額の範囲内で各会派が定める額

(以下 ｢会派交付額｣というo)に各月の初日 (次項及び第4項において ｢基

準日｣という｡)における当該会派の所属譲負の数 (以下 ｢所属議員数｣とい

うo)を乗じて得た額とするO

3 基準日に交付対象議員である議員に対する政務調査費の月額は､基準月額

から会派交付額を減じて得た額とする｡

4 基準日において､会派が解散した場合又は交付対象議員が交付対象議員で

なくなった場合は､当該基準日の属する月の政務調査費は､当該会派又は当

該交付対象議員に対し､交付しない｡

5 月の途中において､議員の任期の満了､辞職､失職､死亡若しくは除名､

議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけ

るこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については､これ

らの事由が生じなかったものとみなすO-の会派が他の会派と合併し､又は

会派が解散した場合も､また同様とする0

6 会派の所属議員数の計算については､同一の議員について重複して行うこ

とができないO
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7 第 2項の規定により会派が選択した額は､当該選択した額に係る年度交付

分については変更することができないo

(政務調査費の交付申請等)

第4粂 政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者及び交付対象議員は､

毎年度､市長に対し､議長を経由して政務調査費の交付の申請を行わなけれ

ばならない0

2 年度の途中において､新たに結成された会派の代表者又は新たに交付対象

蘇貞となった議員は､政務調査費の交付を受けようとする場合は､速やかに､

市長に対し､議長を経由して政務調査費の交付の申請を行わなければならな

い0

3 前2項の規定により政務調査費の交付の申請を行った者は､申請した内容

に異動が生じた場合は､速やかに､市長に対し､議長を経由して政務調査費

の交付の変更申請を行わなければならない｡

(政務調査費の交付決定等)

第 5条 市長は､前条の規定による申請があった場合は､政務調査費の交付の

決定又は変更の決定を行い､当該申請を行った者に通知しなければならない｡

(政務調査費の請求)

第 6条 政務調査費の交付の申請を行った会派の代表者及び交付対象議員は､

前条の規定による通知を受けた場合は､各四半期の最初の月の10日 (その

日が市の休日に当たるときは､その翌日)までに､市長に対し当該四半期に

属する月数分の政務調査費の請求を行 うものとするOただし､-四半期の途

中において議員の任期が満了する場合には､任期が満了する日の属する月ま

での月数分の政務調査費の請求を行 うものとする｡

2 -拘半期の途中において､第4条第2項の規定により政務調査費の交付の

申請を行った会派の代表者及び交付対象議員は､前条の規定による通知を受

けた場合は､前項本文の規定にかかわらず､速やかに､市長に対し､当該会

派が結成された日又は当該議員が交付対象議員となった日の属する月の翌月

(これらの日が月の初 日であるときは､当月)からこれらの日の属する四半

期の最後の月までの月数分の政務調査費の請求を行 うものとする0

3 -四半期の途中において､会派の所属議員数に異動が生じたことにより､

既に交付した政務調査費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務

調査費の額を下回る場合､第4粂第3項の規定により政務調査費の交付の変

更申請を行った当該会派の代表者は､前条の規定による通知を受けたときは､

第 1項本文の規定にかかわらず､速やかに､市長に対し､当該下回る額を追

加して請求を行 うものとする｡

(政務調査費の交付)

第 7条 市長は､前条の請求があった場合は､速やかに､政務調査費を当該請

求を行った会派及び交付対象議員に対し交付するものとする｡
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2 政務調査費の交付を受けた会派及び交付対象議員は､-四半期の途中にお

いて既に交付を受けた政務調査費の額が本来交付を受けるべき政務調査費の

額を上回るときは､速やかに､当該上回る額を市長に返逢しなければならな

い｡

(政務調査費の使途基準)

第8条 政務調査費の交付を受けた会派及び交付対象議員は､政務調査費を議

長が別に定める使途基準に従い使用するものとし､市政に関する調査研究に

資するため必要な経費以外に充ててはならないO

(経理責任者等)

第 9条 政務調査費の交付を受けた会派は､政務調査費の経理を適正に行 うた

め､経理責任者を置かなければならない0

2 政務調査費の交付を受けた交付対象議員は､政務調査費の経理を適正に行

わなければならないO

(収支報告書等)

第 10条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者及び交付対象議員は､政務

調査費に係る収入及び支出の報告書 (以下この項及び次項において ｢収支報

告書｣というO)を作成し､支出に係る領収書その他の当該支出に係る事実を

証する書類 (次項において ｢領収書等｣という｡)の写しを当該収支報告書に

添付し､議長に提出しなければならない0

2 前項の収支報告書及び領収書等の写し(以下｢収支報告書等｣という｡)は､

前年度の交付に係る政務調査費について､毎年4月30日までに提出しなけ

ればならない｡

3 議員の任期の満了又は議会若しくは会派の解散があった場合､政務調査費

の交付を受けた会派の代表者であった者は､前項の規定にかかわらず､これ

らの事由が生じた日の属する月までの政務調査費に係る収支報告書等を､こ

れらの事由が生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなけれ

ばならない｡

4 政務調査費の交付を受けた交付対象議員が交付対象議員でなくなった場合､

又は政務調査費の交付を受けた交付対象議員が会派を異動した場合において､

当該交付対象議員であった者は､第2項の規定にかかわらず､その事由が生

じた日の属する月までの政務調査費に係る収支報告書等を､その事由が生じ

た日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならないO

5 議長は､第 1項又は前2項の規定による収支報告書等の提出があった場合

は､その写しを市長に提出するものとするO

(譲長の調査)

第 11条 議長は､政務調査費の適正な運用を期すため､前条第 1項又は第 3

項若しくは第4項の規定により収支報告書等が提出されたときは､政務調査

費の交付を受けた会派及び交付対象諌員に対し､必要に応じ調査を行 うこと

ができる｡
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(政務調査費の返還)

第 12粂 政務調査費の交付を受けた会派及び交付対象議員は､その年度にお

いて交付を受けた政務調査費の総額から､その年度において市政に関する調

査研究に資するため必要な経費として､第8条の使途基準に従い支出した総

額を控除して残余がある場合は､当該残余の額を､速やかに､市長に返還し

なければならない｡

2 市長は､政務調査費の交付を受けた会派及び交付対象議員が､第8条の使

途基準に基づく経費以外に当該政務調査費を使用したと認めるときは､当該

会派又は当該交付対象議員に対し､既に交付した政務調査費の全部又は一部

の返還を命ずることができる｡

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第 13条 議長は､第 10条第 1項又は第3項若しくは第4項の規定により提

出された収支報告書等を､それぞれ提出すべき期限の翌日から起算して5年

を経過する日までの間保存しなければならないO

2 何人も､議長に対し､前項の規定により保存されている収支報告書等の閲

覧を請求することができる｡

3 議長は､前項の規定による請求があったときは､不開示情報 (千葉市情報

公開条例 (平成 12年千葉市条例第52号)第7条に規定する不開示情報を

いうO)が記録されている部分を除き､収支報告書等を閲覧に供するものと

するO

(委任)

第 14粂 この条例に定めるもののほか､政務調査費の交付に関し必要な事項

は､議長が定める｡

附 則

1 この条例は､平成 13年4月 1日から施行する0

2 平成 22年4月 1日から平成 23年4月 30日までの間において交付する

政務調査費に係る基準月額は､第3条第 1項の規定にかかわらず､同項に規

定する額から､当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とするO

附 則 (平成 14年 6月 24日条例第 31号)

この条例は､公布の日から施行する｡

附 則 (平成 19年 10月 4日条例第 51号)

1 この条例は､平成20年4月 1日から施行する0

2 この条例による改正後の千葉市議会政務調査費の交付に関する条例の規定

は､この条例の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し､同日

前に交付された政務調査費については､なお従前の例による｡

附 則 (平成 20年 9月 8日条例第 3 1号)

この条例は､公布の日から施行する｡

附 則 (平成 22年 2月 24日条例第 3号)

1 この条例は､平成22年4月 1日から施行する0
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2 この条例による改正後の千葉市議会政務調査費の交付に関する条例第 3条

及び第 10条第4項の規定は､この条例の施行の日以後に交付される政務調

査費について適用し､同日前に交付された政務調査費については､なお従前

の例によるO
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2 千葉市議会政務調査費の交付に関す る規程

(平成 13年 3月 26日議会 訓令 (甲)第 1号)

改正 平成 19年 12月 17日叢会訓令 (甲)第 4号

平成 22年 3月 31日諌会訓令 (甲)第 2号

(趣旨)

第 1条 この規程は､千葉市議会政務調査費の交付に関する条例(平成 13年千

葉市条例第24号｡以下 ｢条例｣という｡)第 14条の規定に基づき､政務調

査費の交付に関し必要な事項を定めるものとする｡

(政務調査費の交付申請等)

第2条 条例第4条第 1項及び第2項の規定による政務調査費の交付の申請は､

様式第 1号により行わなければならない0

2 条例第4条第3項の規定による政務調査費の交付の変更申請は､様式第2

号により行わなければならないo

(政務調査費の交付決定等)

第3条 条例第5条の規定による政務調査費の交付の決定の通知は､様式第3

号により､変更の決定の通知は､様式第4号により行わなければならない｡

(政務調査費の請求)

第4条 条例第6条第 1項及び第 2項の規定による政務調査費の請求は､様式

第5号により行 うものとする0

2 条例第6条第3項の規定による政務調査費の請求は､様式第6号により行

うものとするO

(政務調査費の使途基準)

第5条 条例第8条の議長が別に定める政務調査費の使途基準は､別表に掲げ

るとおりとするO

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 条例第9条の経理責任者及び政務調査費の交付を受けた交付対象議員

は､交付を受けた政務調査費の経理を適正に行 うため､政務調査費の支出に

ついて会計帳簿を調整するとともに､支出に係る領収書その他の当該支出に

係る事実を証する書類 (以下｢領収書等｣という｡)を-四半期ごとに整理し､

これらの書類を当該政務調査費に係る収支報告書及び領収書等の写し (以下

川文支報告書等｣というO)の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日

まで保管しなければならないO

(収支報告書の提出)

第7条 条例第 10条の規定による収支報告書の提出は､様式第 7号により行

わなければならない0

2 条例第 10条第 1項又は第3項若しくは第4項の規定による領収書等の写
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しの提出は､別表の項目欄に掲げる経費ごとに分類して行わなければならな

いO

(政務調査費の返還命令)

第8条 条例第 12条第2項の規定による政務調査費の返還の命令は､返還の

期限その他必要な事項を記載した書面により行 うものとするO

(収支報告書等の閲覧)

第 9条 条例第 13条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は､これらを提

出すべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日 (その日が市の

休日に当たるときは､その翌日)からすることができる0

2 収支報告書等の閲覧は､議長が指定する場所及び時間内にしなければなら

ない0

3 収支報告書等は､前項の場所以外に持ち出すことができない｡

4 収支報告書等は､丁重に取り扱い､破損､汚損又は加筆等の行為をしては

ならない｡

5 議長は､前3項の規定に達反する者に対しては､その閲覧を中止させ､又

は閲覧を禁止することができる0

6 前各項に定めるもののほか､条例第 13条第2項の規定による収支報告書

等の閲覧に関し必要な事項は､議長が定める｡

附 則

この訓令は､平成 13年4月 1日から施行するD

附 則 (平成 19年 12月 17日議会 訓令 (甲)第 4号)

この訓令は､平成 20年4月 1日から施行するO

附 則 (平成 22年 3月 31日議会訓令 (甲)第 2号)

この訓令は､平成22年4月 1日から施行するO
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別表 (第 5粂関係)

項目 内容

研究研修費 研究会､研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催す

る研究会､研修会に参加するために要する経費

(会場費＼講師謝金､出席者負担金 .会費､交通費､旅費､宿泊費等)

調査旅費 調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

(交通費､旅費､宿泊費等)

資料作成費 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代､翻訳料､事務機紫購入､リース代等)

資料購入費 調査研究活動のた糾 こ必要な図番､資料等の購入に要する経費

広報費 調査研究活動､議会活動及び市の政策について市民に報告し､PRす

るために要する経費

(広報紙､報告書印刷費､送料､会場費等)

広聴費 市民からの市政及び政策等に対する要望､意見を吸収するための会

議等に要する経費

(会場費､印刷費等)

人件曹 調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費 調査研究活動のために必要な事務所の設置､管理に要する経費

(事務所の貸借料､維持管理費､備品､事務機器購入､リース代等)
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様式第 1号 (その1) (第 2条関係)

(あて先)千葉市長

(千葉市議会議長経由)

会派名

代表者の氏名

政務調査費交付申請書 (会派用)

千葉市議会政務調査費 の交付 に関す る条例第 4条 (第 1項 ･第 2項)

の規 定に よ り下記 の とお り申請 します｡

記
1 会 派 の 名 称

2 会 派 結 成 年 月 日

3 代 表 者 の 氏 名

4 経理責任者 の氏名

5 所属議員数及び氏名

年 月 日

6 基準月額の範囲内で各会派が定める額(会派交付額) 円

7 交付申請額 ( 年度分) 円

か月分 ( 年 月 ～ 年 月分)
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様式第 1号 (その2) (第2条関係)

年 月 日

(あて先)千葉市長

(千葉市議会議長経由)

所属会派名

交付対象議員の氏名

政務調査費交付申請書 (交付対象議員用)

千葉市議会政務調査費の交付 に関す る条例第 4条 (第 1項 ･第 2項)

の規定によ り下記 の とお り申請 します｡

記

1 所属会派の名称

2 交付対象議員となった年月日 年 月 日

3 交付月額

4 交付申請額 ( 年度分)

か月分 ( 年 月 ～ 年 月分)
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様式第2号 (その1) (第2条関係)

年 月 日

(あて先)千葉市長

(千葉市議会議長経由)

悪霊豊の氏名 .①
政務調査費交付変更申請書 (会派用)

千葉市議会政務調査費の交付 に関す る条例第 4条第 3項の規定 に よ り

下記 の とお り申請 しますo

記

1 異動内容

区 分 節 旧 異動年月 日

会 派 の 名 称

代 表 者 の 氏 名

経 理 責任者 の氏名 ≡∃

所 属 議 員 数

所 属 議 員 の 氏 名 i

交付申請額 ( 年度分) 円 円
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様式第 2号 (その2)(第 2粂関係)

年 月 日

(あて先)千葉市長

(千葉市議会議長経由)

所属会派名

交付対象議員の氏名

政務調査費交付変更申請書 (交付対象黄点用)

千葉市議会政務調 査費 の交付 に関す る条例第 4条第 3項の規定 に よ り

下記 の とお り申請 しますO

記

1 異動内容

区 分 新 旧 異動年月 日

所 属 会 派 の 名 称

交付対象議員の氏名
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様式第3号 (第3条関係)

千葉市指令 第 号

年 月 日

千葉市長

政務調査費交付決定通知書

年 月 日申請 のあった政務調査費の交付 について下記の

とお り決定 したので､千葉市議会政務調査費の交付 に関す る条例第 5秦

の規定により通知 します｡

記

1 年度政務調査費交付決定額 (年額)
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様式第4号 (その1)(第3条関係)

千葉市指令 第 号

年 月 日

様

千葉市長 麺

政務調査費交付変更決定通知書 (会派用)

年 月 日申請のあった政務調査費の交付 につ いて､

下記 の とお り変 更す るこ とを決 定 したので､千葉 市議会政務調 査費 の

交付 に関す る条例第 5条の規定によ り通知 しますO

記

1 変更内容

区 分 節 旧 備考

会 派 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 喜

経 理 責 任 者 の 氏 名

所 属 蔑 員 数

所 属 議 員 の 氏 名

交付 申請額 ( 年度分) 円 円
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様式第4号 (その2)(第 3条関係)

千葉市指令 第 号

年 月 日

様

千葉市長 軽

政務調査費交付変更決定通知書 (交付対象議員用)

年 月 日申請 の あ った政 務 調 査 費 の交付 につ い て ､

下記 の とお り変 更 す る こ とを決 定 した の で ､ 千葉 市議 会 政 務 調 査 費 の

交付 に関す る条 例 第 5条 の規 定 に よ り通知 します O

記

1 変更内容

区 分 節 旧 備考

所 属 会 派 の 名 称

交 付 対 象 議 員 の 氏 名

交付 申請額 ( 年度分) 円 円
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様式第 5号 (その1) (第4粂関係)

(あて先)千葉市長

(千葉市議会議長経由)

会派名

代表者の氏名

政務調査費請求書 (会派用)

千葉市議会政務調 査費 の交付 に関す る条例第 6条 (第 1項 ･第 2項)

の規 定 によ り､下記 の とお り政務調査費 を請求 しますO

記

1 請求額 円

ただし､ 年 月分 ～ 月分

2 交付月の初 日における所属議員数 人

3 基準月額の範囲内で各会派が定める額 (会派交付額) 円
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様式第 5号 (その2)(第4条関係)

(あて先)千葉市長

(千葉市議会議長経由)

所属会派名

交付対象議員の氏名

政務調査費請求書 (交付対象議員用)

千葉市議会政務調査費 の交付 に関す る条例 第 6条 (第 1項 ･第 2項)

の規 定 によ り､下記 の とお り政務調査費 を請求 しますC

記

1 請求額

ただし､ 年 月分 ～ 月分

2 交付月額
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様式第 6号 (第4条関係)

(あて先)千葉市長

(千葉市議会議長経由)

会派名

代表者の氏名

政務調査費追加請求書

千葉市議会政務調査費の交付に関す る条例第 6条第 3項の規定によ り､

下記 の とお り政務調査費 を追加 請求 しますO

記

1 請求額 円

ただし､ 年 月分 ～ 月分

2 基準月額の範囲内で各会派が定める額 (会派交付額) 円

3 異動前の交付月の初 日における所属議員数

4 異動後の所属議員数

5 異動年月日 年 月 日
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様式第 7号 (その1)(第7条関係)

年 月 日

(あて先)千葉市議会議長

喜蓋重言芸霊氏名 8
年度政務調査費収支報告について

千葉 市議会政務調査費 の交付 に関す る条例第 10条 (第 1項 ･第 3項)

の規定によ り､別紙の とお り 年度政務調査費収支報告書 を提 出

しますO
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別紙

年度政務調査費収支報告書 (会派用)

会派名

1 収 入

(単位 :円)

23 科 目 金 額 備 考

政 務 調 査 費

そ の 他

合 計

支 出

(単位:円)

科 目 金 額 備 考

研 究 研 修 費

調 査 旅 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 費

広 聴 費

人 件 曹

事 務 所 費

そ の他 の経 費

合 計

残 余 額 円

(注)備考欄には､主たる収入 ･支出の内訳を記載する｡
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様式第 7号 (その2)(第 7条関係)

(あて先)千葉市議会議長

所属会派名

交付対象議員の氏名

年度政務調査費収支報告について

千葉 市読会政務調査費 の交付 に関す る条例第 10条 (第 1項 ･第 4項)

の規定 に よ り､別紙 の とお り 年度政務調査費収支報告春 を提 出

しますD
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別紙

年度政務調査費収支報告書 (交付対象議員用)

所属会派名

交付対象議員の氏名

1 収 入

(単位:円)

23 科 目 金 額 備 考

政 務 調 査 費

そ の 他

合 計

支 出

(単位:円)

科 目 金 額 備 考

研 究 研 修 費

調 査 旅 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 費

広 聴 費

人 件 曹

事 務 所 費

そ の他 の経 費

合 計

残 余 額 円

(注)備考欄には､主たる収入 .支出の内訳を記載するO
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千葉市議会政務調査費収支報告書等の閲覧に関する要綱

(趣旨)

第 1条 この要綱は､千葉市議会政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年

千葉市条例第 24号O以下 ｢条例｣というo)第 13条第2項及び千葉市議会

政務調査費の交付に関する規程 (平成 13年千葉市議会訓令 (甲)第 1号O

以下 ｢規程｣という｡)第9条の規定による収支報告書及び領収書その他の当

壱亥支出に係る事実を証する書類 (以下 ｢領収書等｣という｡)の写しの閲覧に

関し必要な事項を定めるものとする｡

(閲覧方法)

第 2条 収支報告書及び領収書等の写し (以下 ｢収支報告書等｣という｡)を閲

覧しようとする者 (以下 ｢閲覧者｣というo)は､議会事務局の受付において､

政務調査費収支報告書等閲覧請求票に必要な事項を記入後､職員の立ち会い

のもと､次条第 1項に定める閲覧場所で閲覧することができるo

(閲覧場所及び閲覧時間)

第 3条 規程第 9条第 2項の議長が指定する収支報告書等の閲覧場所は､議会

事務局長がその都度指定する会議室等とする0

2 規程第 9条第 2項の議長が指定する収支報告書等の閲覧時間 (以下 ｢開発

時間｣というO)は､午前 9時から午後 5時までとする｡ただし､議会事務局

長が特に必要があると認めたときは､閲覧時間を変更することができる｡

(収支報告書等の謄写)

第4条 収支報告書等を謄写する場合は､筆記によりこれを行 うものとし､複

写機､写真機等を使用してはならない｡

(閲覧者の遵守事項)

第5条 閲覧者は､規程第 9条第 2項から第4項に定める事項を遵守するほか､

職員の指示に従わなければならないC

(その他必要な事項)

第 6条 この要綱に定めるもののほか､必要な事項は議会事務局長が別に定め

る｡

附 則

この要綱は､平成 20年4月 1日から施行する｡
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政務調査費収支報告書等閲覧請求票

(閲覧される方は､下記の項目に御記入願いますO)

(注)※欄には､記入しないでください｡
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収支報告者等閲覧清求の流れ
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<改訂履歴>

平成 19年 2月 ｢政務調査費の取扱いについて｣を策定

平成 19年 12月 17日 ｢政務調査費取扱いマニュアル｣に改訂

平成 20年 3月 13日 ｢政務調査費取扱いマニュアル｣一部改訂

平成 22年 4月 1日 ｢政務調査費取扱いマニュアル｣一部改訂
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